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　　　　1．　農業用水

　　（１） 当地域の用水法

　　農作物の栽培には水が必要であり、特に稲作には不可欠である。このため農家は

　用水の確保とその利用に心血を注いだ。この地域の用水源としては、降雨による天

　水、山から絞り出る地下水、自然に湧き出る泉、掘抜き井戸、河川などがあり、用

　水路、堰、樋、水車などを設けて灌漑をはかった。

　　しかし、井戸掘り技術や揚水施設の発達がなければ、稲作が不可能な地域も少な

　くなかった。この地域における主要な「用水法」をあげれば次の通りである。

　　　　●溜池による用水

　　　　　水不足の平坦地や、降雨による天水に頼ることが多い山間地などでは、

　　　　古くから各所に溜池が造られ、この溜池が重要な役割を果してきた。

　　　　●自然流水による用水

　　　　　山林から流れ出る水量の多い箇所では、溝川を利用したり、水路を設

　　　　けるなどして古くから用水として利用してきた。

　　　　●堰による用水

　　　　　河川のはるか上流で川を塞き止め、アゲヤと田圃との間に長い用水路

　　　　（方言では、テビ、スイジなどという）を介するもので、この水路は等

　　　　高線に沿って山裾を巡り、あるいはトンネルを潜り、あるいは樋を渡し、

　　　　延々と導くことによって、下流の、川から直接水を得られない高地をも

　　　　灌漑する大掛りな用水である。

　　　　　※　川の塞き止めを、方言で、アゲヤ、あるいは、アゲバ、など

　　　　　　といわれ、溜池なども堰と呼んでいる。また、アゲヤの大規模

　　　　　　なものも堰と呼ばれている。

　　　　●水車による用水

　　　　　水車による用水は、揚程の小さい河川の下流域で行われた。小糸川流

　　　　域では周西、貞元、八重原の各村で集中して行われていた。水車の利用

　　　　は寛政４年（１７９２）に中野村字高井地先の小糸川沿いに、水車が設

　　　　置された場所が天保５年（１８３４）の中野村絵図面に示されているこ

　　　　とが中野土地区画整理事業「礎」に記されている。

　　　　　また、同年４月２９日付で、「水車掛日限之儀」に付人見、大堀村取
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　　　　替議定書（写）が人見郷土誌「燦」に収録されている（議定書は、人見

　　　　揚水車の項に記述）

　　　　●掘抜井戸による用水

　　　　　井戸水による灌漑は明治以降急激に増加し、小糸川、小櫃川の両流域

　　　　で広く行われ、これによって開田が進み、稲作の安定化にも寄与した。

　　　　これは鑿井
サクセイ

技術が発達したことによるものである。

　　　　　君津市は上総掘り発祥の地であり、この方式による自噴井戸が中心で

　　　　ある。市域の発達は二つの経路に分かれ、その一つは小糸川に添う中村

　　　　を中心としてその流域に、他の一つは小櫃川に沿う小櫃村を中心として

　　　　その流域に普及した。発達の起源は中村周辺が古く、小櫃村周辺は明治

　　　　１２年（１８７９）以降という。－『君津郡誌』下巻－

　　　　

　　（２）  上総掘り（掘抜き井戸）の発達

　　君津市は上総掘り発祥の地である。発達の経路は、小糸川に添う中村を中心とし

　たその流域と、小櫃川に沿う小櫃村を中心としたその流域の二つに分かれて普及し

　たことは前述の通りである。

　　　　１）中村周辺発達の概要

　　　　　中村糠田の池田久蔵は文化１４年（１８１７）頃から孫久吉を助手と

　　　　して鑿井業を営んでいた。

　　　　　当時の道具は金棒の先に矢筈形、八角球形の金具をつけて台棒突足場

　　　　によって約２５～２６間（約４５．５～４７．３ｍ）を突いて出水した。　

　　　　　その後、元治元年（１８６４）に至って、久吉の親族関係により池田

　　　　徳蔵を助手として雇い、明治１５年（１８８２）に樫の木棒の先に矢筈

　　　　形の金物をつけた台棒突によって深さ６０～７０間（約109～127ｍ）か

　　　　から出水を得た。

　　　　　明治１９年（１８８６）１１月、池田徳蔵は苦心の末鉄管突きを発明

　　　　し、以後多少の改良を加えて鉄管の先に輪鑿輪という道具を取り付け、

　　　　竹ヒゴに釣って使用した。これによって３００間（約５４５ｍ）以上に

　　　　鑿井することが可能となり、鉄管掘りの基礎が成立したという。

　　　　　中村上の石井峯治郎は池田に助力していたが、後に揚足場という装置

　　　　により噴水が鑿井作業を妨げることを防ぎ、竹竿の弾力によって竹ヒゴ

　　　　を上方に引き上げ、労力の節減をはかるなど幾多の改良を重ねて鑿井技

　　　　術を大成した。『中村誌』
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　　　　２）小櫃村周辺発達の概要

　　　　　明治１２年（１８７９）頃、東京府下千住㊅組という鑿井業者が、俵

　　　　田の大村安之助に鑿井法を伝えたのが起源とされている。

　　　　　その鑿井は金棒を使うもので、寺沢の鳥海栄太郎が最初に試み、飯田

　　　　長之助、山口浪次郎などが助手となって学習した。

　　　　　明治１４年（１８８１）に大村は、成田山参詣の折に瓦斯管７尺（約

　　　　２．１ｍ）ほど購入し、これを木の棒の先に装着して突いたところ、好

　　　　結果を得たので、さらに長さ２間位（約３．６ｍ）の鉄管を求め、これ

　　　　に工夫して竹ヒゴに結んで試みた。その結果、非常に好成績をあげたの

　　　　で改良を加えて、明治１５年（１８８２）頃完成した。

　　　　　当時、中村の竹ヒゴは大村安之助の発明で、池田徳蔵はその工夫を真

　　　　似たものであるという。『君津郡誌下巻』

　　　　

　　　　　このように、上総掘りによる自噴井戸は、小糸川と小櫃川流域の開田

　　　　と用水にきわめて大きく寄与した。

上総掘り風景 

掘削道具 

掘削 

粘土水 

掘削 

掘削刃 
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　　　　２．　小糸川下流域揚水車の歴史

　　（１） 三直の揚水車

　　　＜施設概要＞

　　　設置場所　　三直字上郷（通称カミカヅラ）

　　　設置年月　　明治２８年（１８９５）

　　　型　　式　　藤原式

　　　揚 水 量

　　　突 揚 程　　６間（約１０．９ｍ）

　　　灌漑面積　　５０町歩（約５０．３７ヘクタール）

　　　原 動 車　　直径　６間（約１０．９ｍ）

　　　　　　　　　　　（機械心棒を除き、すべて木製）

　　明治３１年（１８９８）撤廃。水車破損により、経営及び維持が困難となり、明

　治４５年（１９１２）に解体。

　　車の周囲をささえる棒（みだ棒と言われている）を数戸にわけられ、それをもと

　にして田植用正常植定規（俗にはがちと言われている）を造り、正常植が始まり、

　付近、特に中村方面にひろまった。

　　昭和の時代に入り、揚水車設置場所（現在、その場所を里人は「くるま場」と呼

　んでいる）より約１５０ｍ程下流（三直字上郷、通称小境）に動力揚水場を造り、

　三直、法木作、内蓑輪の大部分、外箕輪の一部、南子安及び北子安の大部分を灌漑

　した。名称は八重原耕地整理組合といい、昭和１０年（１９３５）に着工し、揚水

　場、用水路などを昭和１２年（１９３７）に完成。灌漑面積は約１２０ヘクタール

　に達した。

　　その後、南子安、北子安、内蓑輪など、都市計画による土地区画整理のため脱退。

　三直、法木作、外箕輪の一部の約８０ヘクタールに圧縮された。

　　　＜電力用水＞

　　　場　　所　　　三直字上郷（通称小境）

　　　揚　　程　　　１０間５尺（約１９．７ｍ）

　　　ポンプ口径　　１２吋（約３０ｃｍ）

　　　揚水管口径　　１８吋（約46 cm）

　　当初、三直地区の用水不足（水田約４５ヘクタール）の補給用水として計画。計

　画変更の結果、法木作、内蓑輪、外箕輪、南子安、北子安地区を加え、約１２０へ

　クタールへの灌漑、県営工事として施工する。
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三直字向郷（通称：小堺） 

八重原村三直揚水車設置場所想定図 

三直字向郷（通称：カミカズラ） 

－明治の頃－ 
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　　（２） 久保の揚水車

　　　　１） 北子安天神堰用水との関係

　　北子安村を水源とする久保・杢師村の用水は慢性的に不足がちであった。そのた

　め久保村から北子安村の地内に溜め池を設けるように要望したが、北子安村では新

　たな溜め池によって水が自村の田地に止まることを恐れ、争論となった。

　　下記は寛永１６年（１６３９）２月１５日の「北子安村と久保・杢師村の溜め池

　出入覚」である。

　

　　この事件には関係領主が実地検分しささらに立った場所に長さ６０間(約１０９．

　１０ｍ）、横２８間（約５０．９ｍ）の内半分を溜め池とし、その替え地として最

　寄りの田地一反歩（約９９１．７㎡）を久保・杢師村から北子安村へ渡すこと。

　　また、その溜め池に水を多く溜め、北子安村の田地に水がいかないようにし、も

　し満水となり、水が溢れるようであれば北子安村の農民と久保・杢師村の農民が相

　談して堰をはずすことを取りきめている。

　　久保・杢師村は、小糸川沿いの村であったが、台地性の地形であり、小糸川の河

　床は低く、近世における揚水技術では低い河川から大量に水を引くことは相当に困

　難であったといわれる。そのため、水の確保には苦労したようで、度々水源の北子

　安村と争論を起こしている。

　　下記は、寛政１１年（１７９９）に再論した当時の「用水出入済口証文
＊1

」の写し

　である。

北子安村と久保・杢師村のため池出入覚 
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＊１ 北子安と久保・杢師村用水出入済口証文写 

＊
文
面
の
一
部
を
掲
載
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　　　　２） 揚水車設置の由来

　　農耕、とりわけ稲作にとっては、水は生命である。往時、揚水施設が無かった頃

　の農業用水の資源としては、恵みの雨、つまり天水一途に依るのみであった。

　　久保地区では隣村の北子安に対して、代償地を提供して大きな天神堰（現在の北

　子安２丁目２６番付近一帯）の水利権を得た。また、字野原（現在の北子安１丁目

　６番、１０番付近）の一角に通称くみ堰を造り、天神堰、高田堰、杦
スギ

谷堰と共に常

　時天水を貯めて、農耕用に備えたが、全耕地の用水量としてはなお十分とはいえな

　かった。（「周准郡久保村古地図
＊2

」）
　　　

　　そのために毎年のように続く旱魃と、これに伴って生ずる虫害を受けること夥し

　く、無害といえる年は凡そ十年間に僅か一、二年のみであったという。

　　明治２７年（１８９７）房総地方は稀有の大旱魃にみまわれ、春先から７月中旬

　頃迄、一滴の雨も降らなかった。（水稲の苗代は、低地を求めてどうやら作られた

　ようである）

　　このため、一株の苗も植付することができず、全耕地一面に、人の背丈ほどもあ

　る雑草が生え茂ってしまった。

　　ここに至って農民の嘆息すること限りなく、足下を滔々と流れる小糸川の水を何

　とか水田に漑ぐことができないものかと、特に被害の大きかった久保・杢師・坂田

　の有志は真剣かつ積極的にこの難題と取り組み、連日寝食も忘れて討議し、揚水車

　建設という結論を出した。

　　早速、近郷はもとより、遠方各地まで揚水施設を求めて奔走したという。このよ

＊２ 周准郡久保村古地図  明治５年（1872）１１月 

高田堰 

字杦谷堰 
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川 
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　うにして有志の尽力の結果、市原郡鶴舞（現在の市原市）に探し求めていた揚水車

　のあることを知った。

　　また、この揚水車は、この道の大家、藤原治郎吉氏の考案によって造られたもの

　であることもわかった。

　　藤原治郎吉氏はもと和泉国（大阪府）の生れで、生地は現在の泉佐野市である。

　そのころ千葉に仮住まいをし、先代より種々の農機具の考案、製作に熱心であった

　という。

　　周西村の苦境を聞いた藤原氏は大いに同情し、久保南陂大水車の架設に全面的に

　協力を寄せることとなり、早速、準備を進めその年の８月１日に工事を着工した。

　　下記は当時の設置願届と添付された貴重な資料（写し）である。

揚水車設置願の添付表１  明治２８年（1953） 

添付図  揚水車の主要部を示す図 
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　　３）  揚水車の構造と施設の概要

　　　＜構　造＞

　　右図の通り、小糸川の流水を平板で

　約１間余（約１．８ｍ）の高さにせき

　留め、一方、河岸の一角を側方に切り

　開き、せき留めた河水を切り開いたと

　ころに迂回流下するように導き、この

　中途に揚水車を設置した。

　　この揚水車自体が直接流水を受ける

　ことによって自然に回転し、この車の

　　　全周に方１尺（約３０ｃｍ）、深

　さ５寸（約１５ｃｍ）の水枡２５６個

　によって汲み上げられた水を、３８尺

　（約１１．５ｍ）の高所において樋に

　受け、耕地の用水路に送る仕組である。

　　　＜施設概要＞

　　　設置場所　……　久保字南１１０番地（現在の南久保２丁目１５番の南端）

　　　設置年月日　…　明治２８年（１８９５）１月１３日　（試運転を実施）

　　　型　　式　……　藤原式

　　　揚 水 量　……　毎分２３石４升（約４．１６Ｋℓ）

　　　突 揚 程　……　３８尺（約１１．５ｍ）

　　　原 動 車　……　直径３８尺（約１１．５ｍ）

　　　　　　　　　　　輪幅　６尺（約　２．０ｍ）

揚水車設置位置 

留 場 

 
小
糸
川
 

揚水車と留場図 

受水樋 

補強井桁 

クモデ 

揚水水路 

水

車

の

径 
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　　　灌漑面積　……　７２町３反２畝８歩（約７１．７２ｈａ）

　　　　　　　　　久保……　４４町８反４畝（約４４．４７ｈａ）

　　　　　　　　　坂田……　２１町７反　　（約２１．５２ｈａ）

　　　　　　　　　杢師……　　５町７反８畝８歩（約５．７３ｈａ）

　　　工　　費　……　２，４００円

　　　＜竣工運転の日＞

　　８月１日に着工したこの事業は着々と進み、翌２８年（１８９５）１月１３日に

　は一切の工事を竣えて揚水の試運転をすることになった。

久保南陂水車碑文 
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　　「是日遠近観者如堵」と碑文にもあるが、地区の人々はいうまでもなく、近郷近

　在の人達までも大変な関心で、大勢が観に集まった。

　　１時間の揚水量実に １，３８２石４斗（約２４９．４Ｋℓ）。村人のよろこびは

　限りなく、石碑の文中にも「我等蘇生せり」とあるように、実に手の舞、足の踏む

　所を知らなかった。

　　　　４）  久保南陂水車之碑

　　この久保南陂水車の完成を祝して、明治３１年（１８９８）４月、大宮神社の境

　内の一角に石碑が建てられた。

　　記念碑は、長さ６尺９寸（約２．１０ｍ）、幅３尺５寸（約１．０６ｍ）、厚さ

　５寸（約１５ｃｍ）という大きな仙台石によった。

　　そこには当時の農民の苦しみと水車完成の喜びが次のように刻まれている。
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久保揚水車留場付近（昔） 久保揚水車留場礎石（平成１７年10月） 

久保揚水車設置場所の今昔 

富久橋 

久保字南１１０番 

久保揚水車設置場所想定図 
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　　　　５）  水利組合の結成

　　　＜久保普通水利組合＞

　　明治２７年（１８９４）揚水車創設と同時に、久保地区を主体として坂田・杢師

　の両地区がこれに加入し、村長管理のもとに水利組合を結成、その名称を、久保普

　通水利組合とした。

　　その時の組合規約は次の通り。

　　　　　　　　　　　水利組合規約書　　　（原文の写）

　　　　第１条　本組合ハ周准郡周西村久保、仝村坂田及ビ八重原村杢師ノ三部

　　　　　　　　落ヨリ之ヲ組織ス

　　　　第２条　当組合ハ周西村久保字南百拾番ノ地先ニ係ル小糸川ヲ堰留メ揚

　　　　　　　　水車ヲ以テ久保坂田杢師三部落ノ田地ニ灌漑スルヲ目的トス

　　　　第３条　組合全体ノ六分二厘ヲ久保、三分坂田、八厘ヲ杢師ト区分ス

　　　　第４条　費用及ビ人夫等総テ組合全体ニ関スル課出ハ前条ニ定ムル部割

　　　　　　　　ヲ以テ之ヲ負担ス

　　　　第５条　用水引取法ハ五昼夜ヲ以テ一回トシ第三条ノ規定ニ準ジ久保ヨ

　　　　　　　　リ初メ坂田ニ次ギ杢師ニ終ル

　　　　　　　　　但当時ノ状況ニ拠リ組合協議ノ上本条ヲ臨時変行スル┐アル

　　　　　　　　　ベシ

　　　　第６条　組合ノ幾部分ハ組合一統ノ協議ヲ経ザルモ費用自負ノ場合ニ於

　　　　　　　　テハ水車ヲ使用スル┐ヲ得

　　　　　　　　　但本条ハ田地灌漑ノ場合ニ限ル

　　　　第７条　本組合中ノ基部分ハ組合一統ノ協議ヨリ解散スルノ場合ノ外組

　　　　　　　　合ヲ脱スルヲ得ズ

　　　　　　前書規定之通相違無之候也

　　　　　　　　　水利組合久保総代            金田　盈藏

　　　　　　　　　　　　　　仝　　　　　　　　刈込　徳次郎

　　　　　　　　　　　　　　仝　　　　　　　　磯貝　石太郎

　　　　　　　　　　仝　　坂田総代　　　　　　坂井　四郎治

　　　　　　　　　　　　　　仝　　　　　　　　安藤　忠七

　　　　　　　　　　仝　　杢師総代　　　　　　鈴木　紋治

　　　　　　　　　　　　　　仝　　　　　　　　鹿嶋　太郎吉
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　　　＜ 組合の役職員＞

　　水利組合は村長管理のもとに、次の役職員を以てその運営に当った。

　　　　　　　１．議　員　　　　　１０名

　　　　　　　１．委　員　　　　　　３名

　　　　　　　１．労務員　　　　　　２名

　　その任務は次のようであった。

　　　　議員は主として組合における議事の任に当り、委員は揚水車運営につい

　　　　て諸事担当。また、労務者は２名、内１名は常時水車場にいて、揚水車

　　　　を操縦することに当り、他の１名は全耕地を巡視して送・配水のことに

　　　　従事した。また、川留の作業やその撤去の労務などもこの二人の労務者

　　　　で行い、手のたらない時には特に組合員の応援を受けた。

　　　＜組合の経費＞

　　水利組合の経費は、組合員の加盟している耕作反別の面積に応じた負担金を以て

　して、その賦課徴収の事務から収支決算などのことにいたるまで、その大綱は一切

　役場の収入役において、これを行った。

　　　＜町長管理の手を離れる＞

　　揚水車創設以来、村長（町長）管理のもとに運営してきたこの水利組合は、昭和

　年代の中頃にいたって、種々の事情から村長（町長）管理の手を離れて、組合独自

　の役員組織によって運営することになった。

　　即ち、久保・坂田両地区から水利組合役員として各５名を選出し、この１０名の

　中から互選によって組合長・会計係を委嘱することになった。そして運営に関する

　議事から、組合費の賦課・徴収、さらに予算・決算のことにいたるまで、すべてこ

　の１０名の役員の手によって処理されるようになった。

　　また、川の留場の規模も、既に昔より大きくなったので、川を止める作業や、こ

　れを切り払う労務までも、この役員総員の手によってやるようになった。

　　　　６） 加盟耕地の増減状況

　　この水利組合の設立当時における加盟の耕地は、久保地区の大部分と、坂田及び

　び杢師の一部分であったが、その後畑地を開墾して水田にするなど、年々増加した。

　た。また、昭和２４年（１９４９）に、坂田地区の全域が加入、双方協議上、給水

　並びに経費負担額を久保と平等にすることに規約が改正された。

　　しかしながら、昭和４０年（１９６５）前後にいたって、土地の状況変化も漸く

　激しくなり、戸数の増加も驚くほどになったので、耕地は次第に減少して、次の表

　示にみるような結果になった。
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年　次

　　　　７）  水利組合の解散

　　久保地区においては、既に土地区画整理事業を施行する準備を進めて、昭和４５

　年（１９７０）１月２０日に組合の設立総会を開き、続いて工事に着手したので、

　農耕作業は完全に停廃しなければならないことになった。ここにおいて７０有余年

　の伝統に輝く久保普通水利組合は余儀なく解散することになり、精算処理委員を委

　嘱して諸事万端一切のことを精算の上、揚水車創設記念碑の裏面の余白を利用して、

　組合解散の詞と併せて処理委員の方々の氏名を銘刻して終止符をうった。

　

　　　　　　　　　　　久保普通水利組合解散の詞

　　 　　　　久保普通水利組合ハ都市計画法に基ヅク土地区画整理事業ノ

　 　　　　　施行ニ伴ナイ七十五年ノ伝統ヲ持ツ当組合ヲ茲ニ解散スル

　　　　　　　　　　昭和四十五年三月

昭和３９年
（１９６４）

昭和４１年
（１９６６）

加　盟　総　反　別

年次別加盟総反数表

昭和４２年
（１９６７）

昭和４３年
（１９６８）

７２町６反２畝（約７２．０２ｈａ）

７１町５反４畝（約７０．９５ｈａ）

６９町６反９畝（約６９．１１ｈａ）

６８町４反７畝（約６７．８７ｈａ）

６５町７反　　 （約６５．１６ｈａ）

昭和３８年
（１９６３）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た記念碑は、後に久保地区において

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地区画整理事業を施行するにあた

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、その位置を移動することになり、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　君津市役所斜め向かいに「土地区画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整理事業記念碑」の隣に移された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この揚水車は創設以来、昭和３８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年（１９６３）に電力揚水機に切り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かえるまでの７０年間に二度の大改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修を行っている。すなわち、揚水車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の形態上において、前後を通して三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様の大変化をみている。

　

　　　８）  揚水車の改造（第１回）　　明治３３年（１９００）５月

　　最初に設置した揚水車は、前期の通り、直径３８尺（約１１．５ｍ）の大車であ

　ったが、明治３３年に至り、これに改造の手を施した。

　　これは藤原治郎吉氏が多年に渡り研究の結果、新しく考案されたもので、別に原

　動車を造り、この原動車の車軸と同一の小車と、３８尺（約１１．５ｍ）の高所に

　据付けた小車とを調帯
シ ラ ベ

に水折を取り付けた水車であった。

　　調帯といってもベルトではなく、自転車のチェーンのように、ケヤキの木を鉄の

　棒で連結したものである。

　　これによって汲み上げられた水は樋をとおして地下に導引し、地中に埋設した送

　水管をとおして耕地の用水路まで送水するように改造したものである。

調帯式揚水車の原理図 久保の藤原式揚水車（第１回改造後） 

久保南陂水車記念碑 
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　　　＜調帯式揚水車概要＞＞

　　　型　　式　………　藤原揚水車調帯式

　　　揚 水 量　………　１５４．７

　　　突 揚 程　………

　　　灌漑面積　………　７１町６反３畝７歩（約７１．０４ｈａ）

　　　原 動 車　………　全径１４尺（約４．２ｍ）

　　　　　　　　　　　　全幅１０尺（約３．０ｍ）

　　　回 転 数　………　毎分　９回

　　　工　　費　………　２，５００円

　　　　　　　　　　　　機械費 … １，０００円　　水路工事費 … ３００円

　　　　　　　　　　　　地形及建築費 … ８００円　　その他 … ４００円

　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８７日 ８６日 ８８日 ９０日 ９０日

　　　　９）  揚水車の改造（第２回）　　昭和５年（１９３０）

　　二代目の技師、藤原新治氏の新案設計によって作られた揚水車は、原動車と、こ

　の原動車の車軸と同一の小車の構造は調帯（シラベ）式のものと同じであるが、こ

　んどは直径３６尺（約１０．９ｍ）の鉄骨製の大車で、この大車が原動車の側方に

　取り付けた小車（原動車の車軸と同一の小車）と歯車のかみあわせによって回転す

　るようにしたものである。

　　そして、この大車の全周囲に水枡を二列に取り付けた。この改造によって汲み上

　げる水量が著しく増大し、地中に埋設した送水管をニ系列に増し、また用水路を嵩

　上げし、断面積を確保した。

久保揚水車 昭和３５年頃 歯車式揚水車の原理図 
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　　　　１０）  揚水車の終り　　昭和３８年（１９６３）

＊電力揚水機に切り替え

　　久保の揚水車も総体的に老朽化が進み、早晩改築をしなければならない時期にき

　ていた。同年１月の久保普通水利組合総会において、これを議題として上程し、慎

　重審議の結果、時代の流れには抗しがたく、涙をのんでこの水車を惜みつつ、つい

　に電力揚水機に切りかえることとなった。

　　経費の低廉と揚水能力の優秀な点において、日本一とまで賞揚された７０年の伝

　統をもつこの揚水車も、こうしてここに終りを告げることになった。

　　由緒の深いこの揚水車を、このまま永遠に保存したいという声が広く巷間に満ち

　て、当局者の方々も出来得る限りの努力をしたが、種々の関係上、ついにこれを実

　現することを得ず、後髪を引かれる思いのまま、昭和４０年（１９６５）に解体処

　理が断行された。

　　後年になり、この揚水車の模型が三代目、藤原文夫氏の手により作製され、東京

　上野の科学博物館に陳列されている。
　　　　　　　＊航空写真提供（昭和３９年版）：国交省国土地理院鹿野山測地観測所　大滝氏

航空写真で見る稼動時の久保水車  昭和３９年頃 

久保揚水車拡大写真 



35

　　（３） 中野の揚水車

　　　　１） 水車の変遷

　　　①寛政四年（１７９２）

　　　　中野村字高井地先の小糸川沿いに、水車が設置された場所が、天保五年

　　　　（１８３４）の中野村絵図面に示されている。

　　　　この寛政年間（１７８９～１８００）１２ヵ年の間に７ヵ年も続いて大

　　　　旱魃の被害を受けたと『千葉気象災害史』に記録されている。７ヵ年も

　　　　続いた大旱魃に対処したものではと推察する。

　　　②天保６年（１８３５）

　　　　坂田村、中野村、大和田村３ヵ村から奉行所に当てた「留切水車設置願」

　　　　が出されている。この願いが出された前後は天保の飢饉中に当り、旱魃

　　　　がちであった。この３ヶ村はうち続く旱魃にたまりかね、小糸川を留切

　　　　水車によって揚水することを計画した。

　　　　しかし、小糸川は川船、筏の通る幕府の運上川であったため、水の必要

　　　　な５月から７月までの３ヶ月間に限って、１ヶ月に５日ほど留切して用

　　　　水としたい旨を願い出ている。

　　　③天保１０年（１８３９）

　　　　中野村が「水車掛け人足扶持米願」が地頭所に出されている。水車掛け

　　　　人足扶持米の余分を願ったものである。

留切水車設置願  天保６年 
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　　　④嘉永３年（１８５０）

　　　　江戸時代道路地図に水車場揚水路が記されている。このことからも、す

　　　　でに揚水車があったことが伺える。

　　―　中野土地区画整理事業記念誌「礎」より　―

　　　⑤安政５年（１８５０）

　　　　５月１３日、『中野村水車仕立入用覚』には、

　　　　　「・・・・・・比訳八尺五寸（約２．５ｍ）ニ略々出来之処九尺五寸

　　　　　（約２．９ｍ）ニ仕直し候ゆへ也」とあり、

君津市史  資料Ⅱより 

水
車
場
 

用
水
路
 

江戸時代道路図  嘉永３年 

丸関 長関 

長安寺 
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　　　　総費用は、金３両と銀２匁３分、銭９６３文で、金に換算して、３両２

　　　　朱と銭９６３文であった。と記入されている。

　　　⑥明治２７年（１８９４）

　　＜揚水車の概要＞

　　　　８月２日に既設水車一輌を修理。更に一輌を増設するが、応急土留工事

　　　　であったので、翌年に土留めを板留めとし、明治２８年（１８９５）２

　　　　月２８日完成させる。

　　　　　　設置場所；中野字高井１，１６３～２番

　　　　　　　　　　　（現在の中野２丁目６番地先縁地）

　　　　　　型　　式；藤原式揚水環連車　二輌連架

　　　　　　灌漑面積；１町５反３畝１９歩

　　　　　　　　　　　（約３１．２８ｈａ）

　　　　　　工　　費　……　１，５００円

　　明治２６年（１８９３）、同２７年(１８９４)は大旱魃で『千葉県気象災害史』

　によれば、「６月の平均降雨量は１５９．６ｍｍ、７月は１１５．４ｍｍ である

　のに対し、同２７年の６月は １６．２ｍｍ、７月は ５９ｍｍ で、７月８日より

　２８日まで降雨なし」と記されている。

　　中野地区においては、水田約３１町（約３０．７４ｈａ)の内、植付けできない

　水田約１５町（約１４．８８ｈａ）有余、また植付けた稲が枯死状態となり、村当

　局並びに組合員一同協議の結果、水車の架設を決議し既設一輌を修理、更に一輌

　を増設し二輌をもって用水することとし、

　早速県に「養水車設置願」を提出、県の受

　付は７月２２日となっている。

設置願添付図 揚水車設置願  明治２８年７月２１日 
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　　　　（注）本史料は年欠であるが、本文中の「昨明治２７年ノ如キハ」から

　　　　　　　明治２８年と推定した。ところが明治２８年１１月作製の記念額

　　　　　　　の銘文によれば、明治２７年８月２日竣工し、翌２８年２月土留

　　　　　　　めを改めて板留めとした、とある。従って、史料の推定年号と矛

　　　　　　　盾する。

　　　　　　　同時期水車を設置した人見の場合の設置願い（守八郎家文書）に

　　　　　　　よれば、２７年７月提出したが、「川船持ニ於テ故障ナキヲ証ス

　　　　　　　ルタメ願書ヘソノ旨記入証明スベシ」との付箋が付き、差し戻さ

　　　　　　　れ、翌２８年７月再提出している。中野の場合も同様に再提出し

　　　　　　　たものか。

　　　＜小糸川水流停滞工作物施設許可願＞

　　久保、中野揚水の留場工事計画につき、明治３７年（１９０４）５月３０日付で、

　普通水利組合管理者である周西村長　大野甚太郎より千葉県知事石原健三宛に「小

　糸川水流停滞工作物施設許可願」を提出した。許可は遵守事項が記載され、同年６

　月２０日付で千葉県知事石原健三より交付されている。

中野区水車由緒の額 
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　　　⑦大正３年（１９１４）１１月

　　　　揚水車を改造する。

　　　　　　型　　式　……　藤原式同軸揚水車

　　　　　　揚 水 量　……　毎分１０石６斗６升（約１．９２ｋℓ）

　　　　　　突 揚 程　……　３３尺（１０．０ｍ）

　　　　　　灌漑面積　……　５４町５反（約５４．０５ｈａ）

　　　　　　原 動 車　……　直径２６尺（約７．９ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　輪幅　９尺（約２．７ｍ）

　　　　　　回 転 数　……　１分間　２．７回

　　　　　　工　　費　……　４，５００円

　　　　　　　　　　　　機械費  ３，７００円　　水路工事費　１２０円

　　　　　　　　　　　　地形及び建築費　５００円　　その他　１８０円

　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８７日 ８６日 ８９日 ９５日 ９０日

　　　⑧大正１０年（１９２１）

　　　　水車に代わって大型ガス発動機が設置される。

　　　　（水車二輌設置されてから２７年目）

　　　⑨昭和５年（１９３０）

　　　　２０馬力の電動機が大型ガス発動機に代わって設置される。

小糸川水流停滞工作物施設許可願 
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　　　　　この件について、時代の発展と組合員の要望に対処して、昭和４年

　　　　　（１９２９）１２月８日、中野普通水利組合臨時組合会議を開き、

　　　　　「工作物施設願の件」について可決し、この願いを同年１２月１４

　　　　　日付をもって当時の管理者である周西村長、榎本竹次郎より千葉県

　　　　　知事後藤多喜蔵宛、提出されている。

　　　＜施設の概要＞

　　　　　　河川敷占有面積　……　５坪（約１６．５３㎡）

　　　　　　添　　付　　書　……　平面図、明細図、設計書

　　　　　　設　計　金　額　……　３，２５０円

　　　　　　構　　　　　造　……　取付暗渠２９間（約５２．７ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　幹線水路 ２，６６１間（約４，８３８ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　渦巻ポンプ口径８吋

　　　　　　　　　　　　　　　　　揚程　５２尺（約１６ｍ）

　　　⑩昭和２３年（１９３０）

　　　　２０馬力電動機を３０馬力に変更

　　　　　昭和２３年（１９４８）太平洋戦争終局後、国民の食料確保のため、

　　　　　開墾または、畑を田に転換したため、従来の揚水施設では用水が不

　　　　　足し、この対策を協議の結果、同年３月、中野普通水利組合増設委

　　　　　員を選出し、各組合員の同意を得、戦後物資不足の折、苦心され、

　　　　　２０馬力を３０馬力に変更すると同時に、幹線水路３１５ｍをコン

　　　　　クリート巻立に改良し、完成する。

　　　　　　工　　事　　費　……　９６２，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（内、補助金 ２２２，４００円）

電動機設備図（平面・縦横断面） 
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　　　　　　当時の組合員数　……　１２６名

　　　　　　　　　　　　　　　　　（中野７９名、坂田３７名、久保１０名）

　　　　　　当時の耕作面積　……　８４町８反２畝（約８４．１２ｈａ）

　　　　　　　　　　　　　　田……６０町７畝（約５９．５７ｈａ）

　　　　　　　　　　　　　　畑……２４町７反５畝（約２４．５５ｈａ）

　　　　　３０馬力に変更以来、昭和４６年（１９７１）まで２２年間、組合

　　　　　員の協力により支え、使用されてきた。

中野揚水車設置場所今昔 

中野揚水車（昔：同軸式） 中野揚水車（平成１７年２月） 

＊水車があったと思われる場所 

中野揚水車設置場所想定図 

＊旧公図では、「中野字高井１１６２－３」の地番が見当たらないが、 

駅前通り 
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　　（４） 中富の揚水車

　　　　１） 水車の変遷

　　年代は異なるが、２ヶ所設置されていた記録が残っている。一つは、明治２７年

　（１８９４）に設置されたようである。

　　　＜設備概要＞

　　　　　　設置場所　……　中富字新川端地先

　　　　　　設置年月　……　明治２７年（１８９４年）

　　　　　　灌漑面積　……　１９町８反７畝２歩（約１９．７１ｈａ）

　　　　　　水　　車　……　直径１６尺（約４．８ｍ）

　　　　　　工　　費　……　２９２円９３銭４厘

　　　川を土俵でせき止め、水位を上げ、岸の狭い流し口から落水を使って揚水して

　　いた。又この工事には村中総出で取り組んだ、とある。日当は男子１０銭、女子

　　７銭であった。また当時の舟大工の手間賃は２０銭で、米一表の金額は３円６６

　　銭、職人が一ヶ月働いて米２俵であったという。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「中富郷土誌」より

　　　二つ目は、中富字沢向に設置されたものである。

　　　＜設置概要＞

　　　　　　設置場所　……　中富字沢向９７０番地（耕地整理で地番変動。現在地不明）

　　　　　　設置年月　……　明治４１年（１９０８）５月

　　　　　　灌漑面積　……　１８町５反２畝（約１８．３５ｈａ）

　　　　　　型　　式　……　流し込み

　　　　　　突 揚 程　……　１６尺（約４．８ｍ）

　　　　　　揚 水 量　……　１分間当り、８石７斗７升５合（約１．５７ｋℓ）

　　　　　　水　　車　……　直径２４尺（約７．３ｍ）

　　　　　　　　　　　　　　輪幅１０尺（約３．０ｍ）

　　　　　　工　　費　……　９７９円

　　　　　　回 転 数　……　１分間当り　４回

　　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８５日 ８４日 ８５日 ８７日 ８８日
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（仮称） 

中富揚水車 

中富揚水車 

中富揚水車設置場所（現在） 

中富揚水車設置場所想定図 
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　　（５） 人見の揚水車

　　　　　人見の揚水車は寛政４年（１７９２）ごろにはすでに設置されてい

　　　　たようである。

　　　　　同年４月２９日付で大堀村から人見村へ出された文書「水車掛日限

　　　　之儀に付取替議定書」が「人見郷土誌　燦」に記録されている。

　　　　その後、文化３年(１８０６)５月付

　　　の文書、人見村の「水車水引き完了に

　　　つき届」があったたことを「君津市史」

　　　で記載している。

　　　　宛先がないが、小糸川は運上川で、

　　　幕府代官の支配であったので、代官宛

　　　とも考えられる。

　　　　明治２６年（１８９３）、２７年

　　　（１８９４）の大旱魃により、人見地

　　　区においても揚水車設置の機運が高ま

　　　り人見字堰下、人見字馬込の２ヶ所、

　　　さらに、明治４２年（１９０９）には

　　　人見字下新川田にも１基設置された。

水車掛日限之儀に付人見、大堀両村取替議定書 

水車水引き完了につき届 
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　　（５）－１　堰下の揚水車

　　　　１） 水車の変遷

　　　①明治２７年（１８９４）

　　＜揚水車の概要＞

　　　　　　設置場所　　人見字堰下３６３番地（現在、人見４丁目堰下公園付近）

　　　　　　灌漑面積　　２８町歩（約２７．７７ｈａ）

　　　②明治４３年（１９１０）４月

　　　　老朽化のため改修する。

　　＜設備概要＞

　　　　　　灌漑面積　　２８町歩

　　　　　　型　　式　　流し込み

　　　　　　突 揚 程　　１９尺（５．７ｍ）

　　　　　　揚 水 量　　１分間当り　１０石４斗（１．８８ｋℓ）

　　　　　　水　　車　　直径　１９尺（５．７ｍ）

　　　　　　　　　　　　輪幅　１５尺（４．５ｍ）

　　　　　　回 転 数　　１分間当り　　５回

　　　　　　工　　費　　１，９４０円

　　　③大正４年（１９１５）４月

　　　　２回目の改修

　　　　　　型　　式　　流し込みを藤原式に改良

　　　　　　＊この工事を請け負ったのは、吉野村八田沼の大工　石井幸吉

　　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８６日 ８５日 ８９日 ８８日 ９０日

　　　　なお、突揚程、揚水量、水車全径、輪幅、回転数については、第１回目

　　　　の改修と変化なし。

　　　⑥大正１２年（１９２３）

　　　　９月１日の関東大震災により全面的な被害を受け、使用不能となる。

　　　⑦大正１３年（１９２４）

　　　　水車を廃止。石油発動機ポンプに切り替えられた。

　

　　　　　　記念碑は人見４丁目堰下公園の一角に建てられている。
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堰下水利組合解散記念碑 

 

人見グランド 

人見村堰下３６３番地 

堰下揚水車設置場所想定図 
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　　（５）－２　下新川田の揚水車

　　　　１） 水車の変遷

　　　①明治４２年（１９０９）５月

　　　　人見地籍である人見字下新川田６２３番地に設置された。とあるが、飯野村

　　　　二間塚との関係（設置場所、工費など）で評価する必要がある。

　　＜揚水車の概要＞

　　　　　　灌漑面積　　３町５反４畝２歩（３．５ｈａ）

　　　　　　型　　式　　流し込み

　　　　　　突 揚 程　　１２尺（３．６ｍ）

　　　　　　揚 水 量　　１分間当り３石１斗８升５合（０．５７５ｋℓ）

　　　　　　水　　車　　直径　　１２尺（３．６ｍ）

　　　　　　　　　　　　輪幅　　　９尺（２．７ｍ）

　　　　　　回 転 数　　１分間当り　３．５回

　　　　　　工　　費　　３７０円

　　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８５日 ８３日 ８５日 ８７日 ８６日

 

人見グランド 
小 

糸 川 

人見字下新川田６２３番地 

人見揚水車設置場所想定図 
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　　（５）－３　馬込の揚水車

　　　　１） 水車の変遷

　　　①明治２７年(１８９４)

　　　　設置場所　　人見字馬込９０２番地

　　　②明治３５年(１９０２）４月

　　　　修理を行っている。

　　＜設備概要＞

　　　　　　灌漑面積　　２０町４反２４歩（２０．２４ｈａ）

　　　　　　型　　式　　流し込み

　　　　　　突 揚 程　　１５尺（４．５ｍ）

　　　　　　揚 水 量　　１分間当り　８石６升（１．４５ｋℓ）

　　　　　　水　　車　　直径　　１８尺（５．５ｍ）

　　　　　　　　　　　　輪幅　　　８尺（２．４ｍ）

　　　　　　回 転 数　　１分間当り　５回

　　　　　　工　　費　　１，０７０円

　　　　　　　可動日数

大正４年 大正５年 大正６年 大正７年 大正８年

(1915) (1916) (1917) (1918) (1919)

８４日 ８５日 ８３日 ８５日 ８５日

　　　　馬込水利組合解散記念碑は、人見神門、漁業資料館の一角に建っている。

馬込水利組合解散記念碑 



49

人見橋 

人見字馬込９０２番地 

人見橋より見た馬込揚水車 

（明治末） 
現在の人見橋より見た馬込揚水車跡地付近 

馬込揚水車設置場所の今昔 

馬込揚水車設置場所想定図 
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　　（６） 大和田、外箕輪、青堀村大堀、飯野村二間塚の揚水車

　　　　１） 大和田の揚水車

　　大和田の揚水車については、設置場所は中野字新川田と中富字沢向境に接してい

　た（聞きとり調査：大野清氏談）と思われる。

　　　　２） 外箕輪、青堀村大堀の揚水車

　　外箕輪及び青堀村大堀の揚水車については、現時点では資料が見つからず、設置

　場所、設置年月などの細部については不明である。尚、揚水車設置は次のように判

　断している。

　　当時盛んであった舟運（川舟、筏流しの営業者）と揚水車との間で利害が対立し、

　度々紛争が起きている。そこで、弁護士の鑑定書（田植え期間中は水車が優先する）

　を基に、留場１０ヶ所（三直、外箕輪、久保、中野、中富、大和田、人見（堰下）、

　人見（馬込）、二間塚、大堀）の留場総代人と、６ヶ村（八重原村、周南村、中村、

　小糸村、秋元村、三島村）の舟、筏営業人の間で、明治２８年（１８９５）７月６

　日に「川舟約定証」
　　＊1

（契約書）を交している。

　　この契約書の一項として、

　　　「船筏通行時間ハ当日午前５時三直留場ヲ切下ゲ、同日午後９時ニ久保

　　　　留場上迄昇船シ三直箕輪ノ留場ハ翌日昇船ニ差閊
サシツカエ

ナク切下グル事」とある。

　　また、この川舟契約書を取り交わした約一年後の明治２９年（１８９６）７月３

聞き取り調査より 

大和田揚水車設置場所想定図 



51

　日付で、関係１０ヶ所の留場総代人同士で、水田に灌漑のため上部は三直、下部は

　馬込留場と１０ヶ所の堰止めを行うことにより、留場の通舟との関係、水車の運転

　上支障が多かったので、「留場約定書
＊2

」を作り、取り決めをしている。

　　　以上の観点から、外箕輪、青堀村大堀の揚水車が設置された、と判断した。

　　　　３） 飯野村二間塚の揚水車

　　二間塚は小糸川に直接接しておらず、二間塚集落から人見集落の場所へ揚水車設

　置願いが出され、協議の結果、合意に達し、契約書を交し、揚水車を設置している。

　　　　　　設置場所　　人見字下新川田

　　　　　　　　　　　（地番は不明のため、場所が判断できない）

　　　　　　設置年月　　明治２８年（１８９５）

　　　　「契約書
＊3

」の内容は、二間塚の揚水車を人見地先に設置する際、必要な時に

　　　は、人見集落の揚水車が優先する文書が定められている。

人見字新下川田 

二間塚揚水車設置場所想定図 

人見字下新川田（地番不明） 

二間塚揚水車付近（平成１７年） 
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＊１  留場総代人と舟筏営業人との間で交わされた「川船約定証」  明治２８年７月６日 

＊２  留場約定証   明治２９年７月３日 

同盟規約証   明治３０年９月４日 
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＊３ 二間塚用水車設置に関する周西村人見・飯野村二間塚契約証   明治２８年６月２１日 

（原本） 



日本の水車 

福岡県朝倉町三連水車 

岡山県勝田町の製材水車 熊本県菊池市木庭の精米水車 

佐賀県相知町町切の揚水水車 

＊画像は、  地理 Ｖｏｌ．44，1999，ＫＯＫＯＮ-ＳＨＯＩＮ ９月号 対談特集 「水車と風土」より抜粋 
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